
公 告 第 89 号

令 和 8 年 4 月 28 日

契約担当官代理

1 入 札 に 付 す る 事 項

2 入 札 方 式

3 入 札 日 時

4 入 札 場 所

5 契 約 方 法

6 契約条項を示す場所

7 参 加 条 件 (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

8 入 札 方 法

9 保 証 金 等 (1)

(2)

10 入 札 の 無 効

11 契 約 書 等 の 作 成 有

12 適 用 す る 契 約 条 項

13 履 行 期 限 ～
14 履 行 場 所

15 説 明 会

16 落 札 決 定 方 式

17 そ の 他 (1)

(2)

(3)

(4)

(5) 同等品申請を行う場合の提出期限　令和 8年 ５月 １５ 日（金） 17時00分

18 照 会 先

千歳基地ＨＰ：https://www.mod.go.jp/asdf/chitose/acs/

橋浦担 当 ：

〒０６６－００４４

北海道千歳市平和無番地

Ｔ Ｅ Ｌ ： ０１２３－２３－３１０１（内２７５３）

航空自衛隊　第２航空団　会計隊　契約班

代理人による入札は、委任状の提出を必要とする。

入札参加者は、入札前までに防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）（写）を下記照会先へ提出する
こと。
ただし、当該年度に有効な防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）（写）を既に提出している場合は省
略することができる。（FAXによる提出可）

Ｆ Ａ Ｘ ： ０１２３－２３－３３８２（直通）

本入札は、持参又は郵便入札を可とする。

本入札に関する事項については、会計隊契約班に照会又は千歳基地ＨＰを参照すること。

航空自衛隊千歳基地（北海道千歳市平和無番地）

予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって入札を行った者を落札者とする。

無 

契約保証金：免除

（ただし、入札保証金の納付を免除した場合において、落札者が契約を結ばないときは入札保証金相
当額（落札価格の１００分の５）を徴収する。）

第7項の参加資格のない者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

航空自衛隊標準契約（請書）条項　物品売買契約（請書）条項、役務供給契約（請書）条項及び適用契約
条項並びに暴力団排除に関する特約条項（工事以外）

契約締結日 令和 8 年 9 月 30 日 ( 水 )

航空自衛隊第２航空団　会計隊事務室

予算決算及び会計令第７０条及び７１条の該当者については参加できない。

防衛装備庁長官又は航空幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止の要領」に基づく指
名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０パーセント（軽減税率対象品目は８
パーセント）に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税
に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００（軽減税率対
象品目については１０８分の１００）に相当する金額を入札書に記載すること。

入札保証金：免除

原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし真にやむを得な
い事由を防衛装備庁長官が認めた場合には、この限りではない。

防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）「物品の販売」又は「役務の提供等」のＡ、Ｂ、Ｃ又はＤ等級に
格付けされた北海道地域の競争参加資格を有する者

前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種
の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。

記

航空自衛隊第2航空団

契約班長　津上　孝志

公　　   　告

      下記により入札を実施するので、「入札（見積）及び契約心得」を同意のうえ参加すること。

航空自衛隊千歳基地　１００ビル庁舎　会計隊入札室

確定契約

「電気柵の設置」

一般競争入札

令和 8 年 5 月 21 日 ( 木 ) 11時00分

※１　入札日の前日17:00までに到着した郵便（原則、書留等）による入札を有効とします。
　　　（郵送後、会計隊へ連絡すること。）
※２　郵便による入札の場合は、再入札は辞退と見なします。



　調達要領指定書のとおり。

　調達要領指定書のとおり。

　検査は本仕様書及び航空自衛隊調達規則に基づき実施するものとする。

2.5 　材料等

3 　品質保証

3.1 　検査

2.4 　履行内容

　契約相手方は，次の作業を実施する。

2.4.1 電気柵の設置

　電気柵の設置は，次による。

a)　設置場所

　調達要領指定書のとおり。

2.3   履行期限

　調達要領指定書のとおり。

2.1   調達物品

　調達品目表のとおり。

2.2   履行場所

部をなすものであり入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　仕様書

　　Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７　調達品等一般共通仕様書

2   役務に関する要求

1 　総則

　この仕様書に用いる主な用語及び定義は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７の1.2による。

1.3 　引用文書等

　この仕様書において引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲において，仕様書の一

　この仕様書は，航空自衛隊千歳基地において使用する電気柵の設置について規定する。

1.2   用語及び定義

ホームページ 掲載　　不掲載

品　　　　　　名

又　は

件　　　　　　名

電気柵の設置

　　千基ＬＰＳ－Ｘ９９０１４

承　認 令和　７年　９月１７日

作　成 令和　７年　９月１１日

航　空　自　衛　隊　仕　様　書

仕 様 書 の
種 類

内 容 に よ る 分 類 装 備 品 等 仕 様 書

性 質 に よ る 分 類 個 別 仕 様 書

物 品 番 号 仕 様 書 番 号

1.1 　適用範囲

改　正

作成部隊等名 第２航空団司令部



　　常の使用において不具合等が生じた場合は，契約の相手方の責において修理等を行い，速

g)　本役務に必要な資機材等は，契約の相手方が準備するものとする。

h)　施工については，必要な資格を有する者に実施させ，資格証明書を提出するものとする。

i)　設置完了後は，動作確認を含む機能検査を適切に実施するものとする。

d)　作業実施日は，平日の０８１５から１７００において計画，実施するものとし，変更の際

　　には監督官と都度調整するものとする。

e)　この役務の施工に際し，位置または工法の変更により，寸法及び数量の増減に伴う軽微な

　　変更は，契約の相手方の負担にて実施するものとし，細部は官側との調整によるものとす

f)　契約の相手方は，納入物品について，設置後３年間の保証を有するものとする。また，通

　　やかに現状復帰するものとする。

　　る。

　　損傷を与えた場合については，契約の相手方の責任及び負担により補償するものとする。

b)　本役務実施にあたり，不具合が生じた場合若しくは，本仕様書に疑義が生じた場合，官側

　　と協議するものとする。

c)　部隊内への立ち入り等は，当該部隊で定められた所定の手続き及び部隊内の諸規則に従う

　　こと。

　　っては，常に安全に留意するとともに，事故及び災害等の防止に努めるものとする。

b)　契約の相手方は，事故又は災害等が生じた場合，ただちに適切な処置をとるとともに，遅

　　滞なく監督官に報告するものとする。

5　その他必要な事項

a)　本役務において，建物等及び通信機器等を損傷しないように養生するものとし，これらに

4　 秘密保全・安全管理

4.1 　秘密保全

　契約の相手方は，本役務等によって知り得た事項について，他に漏洩してはいけない。

4.2　 安全管理

a)　作業現場の安全管理は，現場責任者が関係法令等に従って実施するものとし，実施にあた

品名又は件名 電気柵の設置



注）上記に記載する規格は，製品を選定する際の参考として例示したものであり当該製品を

　指定するものではない。また，性能については同等又は同等以上の性能を有する製品とす

　る。

1 　調達物品

調達要求年月日 令和8年4月16日 作 成 年 月 日 令和８年４月８日

仕 様 書 番 号 千基ＬＰＳ－Ｘ９９０１４

　調達する製品の仕様は次のとおりとする。

調達品目表

調 達 要 求 番 号 ３０００２ 作 成 部 課 第２航空団司令部

品名 名称 規格等 数量 備考

角支柱 φ48×1500mm KD000159 20本

中間支柱 φ48×1500mm KD000159 50本

控え支柱 φ48×1000mm KD000150 90本

ﾈｶｾ支柱 φ48×1000mm KD000150 90本

ﾎﾟｽﾄｷｬｯﾌﾟ（亜鉛ﾒｯｷ） KD000161 300個

Dｸﾗﾝﾌﾟφ48.6（自在） KD000902 180個

ｸﾞﾗﾌｧｲﾎﾟｰﾙ10型 900mm（先削り） 0002671B 260本

ｸﾘｯﾌﾟ10型 00026764 260個

ｸﾘｯﾌﾟ10型（ﾊﾞﾄﾝ用） 00026735 520個

ﾌｪﾝｼﾝｸﾞﾜｲﾔｰφ2.0mm×1013m巻 00026321 6巻

ｱﾝﾀﾞｰｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｹｰﾌﾞﾙφ2.5mm（100m巻） FSTC1002 1巻

ｱﾝﾀﾞｰｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｹｰﾌﾞﾙφ2.5mm（計り売り） FST26311 15m

ﾎﾟﾘﾊﾟｲﾌﾟ（計り売り） 00032023 20m

巻取式緊張具（碍子付） FSTIWS 162個

木柱用ﾎﾟﾘ碍子WP型（ﾊﾞﾗ） FSTWPP 162個

木柱用ﾎﾟﾘ碍子W型（ﾊﾞﾗ） FSTWPC 30個

碍子固定用ﾋﾞｽ（鉄柱ﾀｲﾌﾟ）500ｇﾊﾟｯｸ 00000368 5袋

ｼﾞｮｲﾝﾄｸﾗﾝﾌﾟ（ﾊﾞﾗ） FSTJC 162個

危険表示板 FSTEFSY 150枚

ﾊﾞﾝｼﾞｰｹﾞｰﾄ（ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ/5.5m-11m） FST8122 3個

ｶｯﾄｱｳﾄｽｲｯﾁ（ﾍﾋﾞｰﾃﾞｭｰﾃｨｰﾀｲﾌﾟ） FSTHDCOS 2個

ｹｰﾌﾞﾙﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ 100×25×45cm　00009004 6個

防草シート 通電防草ｼｰﾄ 5000㎡分（2.5m×2000m） 00009004 1式

電圧センサー 電圧センサー（電圧監視ｼｽﾃﾑ） 00009004 1式

ﾌｪﾝｽｱﾗｰﾄ（電圧降下警告灯） FSTFA 4個

ﾌｪﾝｽｺﾝﾊﾟｽﾘﾓｰﾄ（漏電探知器） FSTFCRC 1台

電気柵

搬入，設置及び機能
試験を含む。

支柱

碍子・金具

その他

管理ツール

ワイヤー



発 簡 番 号

調 達 要 求 番 号 ３０００２

調 達 要 求 年 月 日 令和８年４月１６日

作 成 部 課 第２航空団司令部

作 成 年 月 日 令和８年４月８日

品名又は件名

仕 様 書 番 号

　　る製品を選定及び設置するものとする。

2　 履行期限

調達要領指定書

電気柵の設置

千基ＬＰＳ－Ｘ９９０１４

1 　履行場所

　航空自衛隊千歳基地

　令和８年９月３０日（水）

3　 電気柵の設置

3.1　 設置する電気柵の規格及び設置場所は、表１による。

表１　設置する電気柵の規格及び設置場所

g)　電圧センサーは，既設電気柵に設置されている同種機器と連携し，電圧状況の確認が行え

e)　新設する電気柵は，既設電気柵と一体とし，正常に通電できる製品を使用するものとする。

c)　電気柵の設置段数は３段以上とし，設置高は６０センチメートル以上（２０センチメート

　　ル間隔（基準））とする。

3.2　設置要領

a)　電気柵の有効利用に必要な設置，電気工事及び設置完了後の機能試験を適切に実施するも

　　のとする。

f)　ゲート部は，開閉可能なゲートを設置し，車両等の通行が可能な構造とする。また，ゲー

　　トを開放した状態においても，ゲート先の電気柵区間の通電が途切れない構造とするもの

　　とする。

b)　電気柵本体機は，設置延長に応じた実働推奨距離（３段張り）を満たし，設置後の計測電

　　圧が５，０００Ｖを下回ることのない製品を使用するものとする。

d)　電気柵の設置完了後，適当な箇所に危険表示板を設置するものとする。

h)　既設電気柵の部分改修は，適当な２箇所の電気柵スパンを切断し，再接続を適切に行うも

　　のとする。また，再接続は，既設電気柵の電圧が維持されるよう，適切な接続方法による

　　ものとする。

i)　契約の相手方は，役務作業に際し，遅滞なく別紙に示す書類を提出するものとする。

品名 規格等 数量 備考

電気柵 調達品目表のとおり １式
設置場所は別図のと
おり。



発 簡 番 号

調 達 要 求 番 号

調 達 要 求 年 月 日

作 成 部 課

作 成 年 月 日

品名又は件名

仕 様 書 番 号

j)　細部については，官側との調整によるものとする。

調達要領指定書

b)　納入物品の引渡しは，当該物品を既設電気柵と一体とした状態において通電試験を実施し，

　　延長区間を含め，正常に作動していることが確認できる状態にて引渡しを行うものとする。

3.3　その他

a)　本役務において廃棄物が発生した場合，関係法令等に基づき、契約の相手方の責において

　　適切に処分するものとする。



電気柵の設置場所

別図

電気柵の設置場所

凡 例



1

2

3

4

別紙

提出書類

番号 書類等名称
提出
部数

提出期限 備考

役務計画書 1 契約後速やかに 様式任意

役務着手届 1 契約後速やかに 様式任意

役務記録 1 役務完了後速やかに 様式任意

役務完了通知書及び役務完
了検査願書

1 役務完了後速やかに 様式任意



契約担当官
航空自衛隊第２航空団 　

会計隊長　西谷内　博明

品 名 数 量 金 額 備　考

履行期限：契約締結日～令和8年9月30日

申 込 者 の 条 件

履行場所：航空自衛隊千歳基地

◎入札者は一旦提出した入札書の引替、変更または取消をなすことが出来ない。（会計法第２９条の５②）

　「記載注意」

　　　　　　１．不要の字句は適宜抹消して使用すること。

　　　　　　２．品名点数が少ないときは余白の欄に斜線すること。　

　　　　　　３．２葉以上使用するときは総額欄は次葉へつづくとし最後の用紙に総額を記載すること。

入 札 書

令和　　　年　　　月　　　日

（住　　　　所）

(会 　社　 名）
（代表者氏名）

電気柵 EA 1

1

総額　￥

殿

規 格 単 位

役務費 式

貴通知・公告に対し、入札（見積）及び契約心得・標準契約条項等承知の上、下記のとおり提出致します。

単 価

仕様書のとおり

仕様書のとおり

以下余白



委任状

契約担当官
航空自衛隊第２航空団
会計隊長　　西谷内　博明　　殿

下記の番号に　○　の付記のある　　　　　　　　　　　
入札に関する権限を代理人

1

2

3

4

5 上記の外、本件に付随する一切の権限

委任者 （住所）
（会社名）
（代表者名）

受任者 （住所）
（会社名）
（代理人）

令和　　　　年　　　　月　　　　日

復代理人選任の権限

に委任します。

入札及び見積に関する事項

契約締結の権限

代金の請求及び領収に関する権限

件名：電気柵の設置


